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保護者 様 

 

鉾田市立上島東小学校長 横田 清子   

 

新型コロナウイルス感染症に係る学校の臨時休業中の分散登校について 

 

 新緑の候 皆様におかれましては，益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。4月 13日からの臨時休業に係る児

童の自宅待機につきましてご理解とご協力をいただきありがとうございます。 

 小中学校においては，県立学校と同様に 5月 31日（日）まで臨時休業としておりましたが，茨城県より「新型コ

ロナウイルス感染症拡大防止のための臨時休業に係る学校再開の基本的な考え方」が示されました。 

本市においては，この学校再開の基本的な考え方に基づき，県内の新型コロナウイルス感染症の状況を注視しな

がら，6月からの学校再開に向けて，可能な限り感染症対策を行った上で，下記により分散登校を実施することとい

たしました。 

保護者の皆様には，引き続きご理解とご協力をお願いいたします。 

なお，5月の分散登校については，登校しない場合も欠席扱いとはならないことを申し添えます。 

 

記 

 

１ 登校日  

A グループ ５月 19日(火)，21日(木)，26日(火)，28日(木) 

B グループ ５月 20日(水)，22日(金)，27日(水)，29日(金) 

※ Aグループは，第 1回の分散登校日で 12日(火)に登校した児童 

Bグループは，第 1回の分散登校日で 13日(水)に登校した児童 

 

２ 日 程 

８：００ 登校完了   朝の会・健康観察   学習課題の回収および配布  学習計画表の作成 

  １０：００ 通学班による下校 

 

３ 持ち物 

  □ 筆記用具   □ 連絡帳   □ 上履き   □ 学習課題 

 

４ 登校について 

 登校予定日の朝検温し，発熱等の症状がある場合は登校自粛をお願いします。その場合，学校へ連絡をお願い

します。 

 

５ 学校で行う感染症対策 

 ① 学校での登校時，外から教室に入る時，トイレの後といった機会でのこまめな手洗いを徹底します。 

 ② 多くの児童の触れる場所や共用の教材，教具，情報機器などを適切に消毒します， 

 ③ 児童や教職員がマスクを着用します。 

 ④ 教室における３つの密を可能な限り避けます。 

  ・換気は，気候上可能な限り常時，可能であれば２方向の窓を同時に開けて行います。 

  ・座席の配置を工夫し，児童の席の間に可能な限り距離を確保し，（おおむね１～２メートル），対面とならない

ような形とします。 

 

６ その他 

 ① 分散登校を実施するため，家庭訪問は実施しません。登校しなかった児童の家庭のみ，課題配布のための家

庭訪問を行います。 

 ② ６月の学校再開後当初は，分散登校による授業実施を予定しています。 

 ③ 国から４月，５月に１枚ずつ布製マスクの配布が予定されております。（４月分は配布済）５月分は，納入さ

れ次第，配布いたします。 

 ④ 鉾田着物リフォームクラブのご協力により，鉾田市から布製マスクが配布されておりますので，分散登校の

際に配布いたします。（１年生は４月に配布済） 

 ⑤ キッチンペーパーを活用したマスクを用意しています。マスクを準備できなかった児童は，学校に申し出て

下さい。 

 ⑥ ５月中に実施される分散登校では，給食は実施されません。 

 ⑦ 児童クラブを利用する方は，各自，直接児童クラブへ連絡をお願いいたします。 


